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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法：
（ａ）上面、前記上面に形成された第１電極パッド、前記上面に形成された第２電極パッ
ド、前記上面とは反対側の下面、前記下面に形成され、かつ前記第１電極パッドと電気的
に接続された第１ランド、前記下面に形成され、かつ前記第２電極パッドと電気的に接続
され、かつ前記第１ランドの径よりも大きい径から成る第２ランド、前記第１ランドおよ
び前記第２ランドのそれぞれの表面を露出するように前記下面に形成された絶縁性樹脂被
膜、および前記第１ランドの前記表面に形成された外部端子と成る導電性部材を有する配
線基板と、前記配線基板の前記上面に搭載された半導体チップとを含む組立体を準備する
工程；
（ｂ）前記組立体をプローブソケットに装着し、前記プローブソケットの第１コンタクト
ピンと前記導電性部材とを接触させ、前記プローブソケットの第２コンタクトピンと前記
第２ランドとを接触させ、前記組立体の電気特性検査を行う工程；
　ここで、
　前記第２ランドの前記表面には外部端子と成る導電性部材が接続されず、前記第２ラン
ドの前記表面は露出している。
【請求項２】
　前記第１コンタクトピンの先端部の平面形状は円形から成り、
　前記第１コンタクトピンの前記先端部の周縁部に沿って複数の突起が形成されており、
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　前記第２コンタクトピンの先端部の平面形状は円形から成り、
　前記第２コンタクトピンの前記先端部の中央部に一つの突起が形成されていることを特
徴とする請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記プローブソケットは、第１ピンガイドと、前記第１ピンガイドと繋がるボールガイ
ドと、前記第２ピンガイドとを備えたソケット本体を有しており、
　前記第１コンタクトピンは、前記第１ピンガイド内に配置されており、
　前記第２コンタクトピンは、前記第２ピンガイド内に配置されており、
　前記第１および第２コンタクトピンの表面と、前記第１および第２ピンガイドの内壁面
との間には隙間が形成され、
　前記（ｂ）工程では、前記配線基板の前記下面が前記ソケット本体の凹部の底面と対向
し、かつ前記導電性部材が前記ボールガイド内に位置するように、前記組立体を前記凹部
内に収納することを特徴とする請求項２記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記配線基板の上面において、前記半導体チップの周囲にはダムが形成されており、
　前記配線基板の平面形状は四角形から成り、
　前記第１ランドは、前記配線基板の前記下面における中央部から、前記配線基板の前記
下面における第１辺に向かう方向に沿って複数列に亘って配列されており、
　前記ダムは、前記配線基板の前記上面において、複数列に亘って配列された複数の第１
ランド列の中央部と平面的に重なる位置に配置され、
　前記（ｂ）工程では、前記プローブソケットのキャップに設けられた凸部を前記ダムに
押し付けることによって、前記プローブソケットの前記第１コンタクトピンと前記導電性
部材とを接触させ、前記プローブソケットの前記第２コンタクトピンと前記第２ランドと
を接触させ、前記組立体の電気特性検査を行うことを特徴とする請求項３記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項５】
　前記第２ランドの平面形状は四角形であることを特徴とする請求項４記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項６】
　上面、前記上面に形成された複数の電極パッド、前記上面とは反対側の下面、前記下面
に形成され、前記複数の電極パッドとそれぞれ電気的に接続された複数のランド、および
前記複数のランドのそれぞれの表面を露出するように前記下面に形成された絶縁性樹脂被
膜を有する配線基板と、前記配線基板の前記上面に搭載された半導体チップとを含む半導
体装置であって、
　前記複数のランドは、前記半導体装置の外部端子となる導電性部材が表面に接続された
第１ランドと、外部端子となる導電性部材が表面に接続されず、前記表面が露出した第２
ランドとを有し、
　前記第２ランドの径は、前記第１ランドの径よりも大きいことを特徴とする半導体装置
。
【請求項７】
　前記第２ランドの平面形状が四角形であることを特徴とする請求項６記載の半導体装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置およびその製造技術に関し、特に、半導体チップが搭載された配
線基板の下面にテスト用ランドを設けた面実装型の半導体装置およびその製造に適用して
有効な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　ＳｉＰ（システムインパッケージ）やＢＧＡ（ボールグリッドアレイ）のような面実装
パッケージ形態を有する半導体装置は、パッケージ基板と呼ばれる配線基板の上面に搭載
した１枚または複数枚の半導体チップ（以下、単にチップという）を樹脂で封止した構造
を有している。
【０００３】
　上記配線基板の上面には複数の配線が形成されており、これらの配線の一端（ボンディ
ングリード）とチップとは、金属ワイヤあるいはバンプ電極を介して電気的に接続される
。一方、配線基板の下面には、配線基板内のビアホールを通じて上記配線に電気的に接続
された複数のランドが設けられる。これらのランドは、半導体装置の外部端子を構成して
おり、半導体装置は、これらのランドに接続された半田バンプを介して各種電子機器のマ
ザーボード（実装基板）に実装される。
【０００４】
　また、配線基板の下面には、上記した外部端子としてのランドの他に、半導体製造メー
カがチップの電気特性検査を行うためのテスト用ランドが設けられる。この電気特性検査
は、上記半田バンプおよびテスト用ランドのそれぞれの表面にプローブ針と呼ばれる金属
製のコンタクトピンを接触させ、チップに形成された集積回路の良否や、チップから配線
基板のランドに至る配線経路の導通・非導通などを判別する試験である。
【０００５】
　例えば特許文献１（特開２００６－９３１８９号公報）には、配線基板の上面にマイコ
ンチップとメモリチップとを２段に積み重ねて実装し、これらのチップをモールド樹脂で
封止したＳｉＰ型の半導体装置において、配線基板の下面の周辺部に複数の電極（５ｃ）
を外部端子として配置し、これらの電極５ｃの内側にメモリチップの評価、信頼度試験お
よび不良解析などを行う複数の電極（５ｄ）を試験端子として配置する技術が開示されて
いる。
【０００６】
　上記ＳｉＰの外部端子を構成する電極５ｃには半田バンプが接続されるのに対し、試験
端子を構成する電極５ｄには半田バンプが接続されず、平坦なＬＧＡ（Land Grid Array
）構成となっている。また、互いに隣接する電極５ｄのピッチは、互いに隣接する電極５
ｃのピッチと同じであるが、電極５ｄの直径は電極５ｃの直径よりも小さい。さらに、電
極５ｄの表面は、電極５ｃに接続された半田バンプとの短絡ポテンシャルを低減させるた
めに、ソルダレジストで被覆されている。メモリチップの試験時には、電極５ｄの表面を
覆うソルダレジストを除去し、露出した電極５ｄにプローブ針を接触させる。
【０００７】
　特許文献２（特開２００９－４９１７０号公報）は、ＳｉＰやＢＧＡのような面実装パ
ッケージ形態を有する半導体装置において、外部端子に接続されるバンプを、径およびピ
ッチが大きなバンプと小さなバンプとに分け、前者よりも後者を配線基板の中央寄りに配
置する技術を開示している。
【０００８】
　ここで、上記した大きなバンプの一部は半導体装置と実装基板との接続に用いられ、大
きなバンプの他部は、実装基板との接続には用いないがスクリーニングテスタへの接続に
用いられる。一方、小さなバンプは、実装基板との接続にもスクリーニングテスタとの接
続にも用いられない。すなわち、小さなバンプは、半導体製造メーカが出荷前に電気特性
検査を行うテスト用バンプである。
【０００９】
　上記した構成によれば、大きなバンプを介して半導体装置を実装基板に実装したときに
、小さなバンプの領域直下の実装基板上に配線パターンが配置されていても、この配線パ
ターンとテスト用バンプとの不所望な短絡が回避される。これにより、実装基板に配線パ
ターンを配置しない領域を設けなくとも済むので、テスト用バンプとの不所望な短絡を抑
制するための実装基板側の制約が緩和される。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００６－９３１８９号公報
【特許文献２】特開２００９－４９１７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明者らは、第１の半導体パッケージの上に第２の半導体パッケージを積層し、それ
ぞれの半導体パッケージに搭載されたチップ同士を電気的に接続してシステムを構成する
、いわゆるパッケージ・オン・パッケージ(Package on Package：ＰＯＰ)型の半導体装置
を開発している。
【００１２】
　ＰＯＰ型半導体装置は、それぞれの半導体パッケージに搭載するチップの機能や記憶容
量を個別に変更することができるので、前述したＳｉＰやＢＧＡに比べて、製品の用途に
応じた種々のシステムを短期間で安価に実現することができる。また、積層前の第１およ
び第２半導体パッケージをそれぞれテスト工程で選別し、良品のみを選別してから両者を
組立てるので、完成品の製造歩留まりを改善できるという利点もある。
【００１３】
　図２５は、本発明者らが開発しているＰＯＰ型半導体装置の全体構成を示す断面図であ
る。図２５に示すように、このＰＯＰ型半導体装置は、第１半導体パッケージ１００と、
その上部に積層された第２半導体パッケージ２００とで構成されている。
【００１４】
　下段側の第１半導体パッケージ１００は、第１配線基板１０１と、この第１配線基板１
０１の上面に搭載されたコントローラチップ１０２とを備えている。コントローラチップ
１０２の主面には、複数の電極パッド１０３および図示しない集積回路が形成されている
。この集積回路は、第２半導体パッケージ２００に搭載されたメモリチップ（ＤＲＡＭチ
ップ２０２およびフラッシュメモリチップ２０３）を制御するための制御回路を含んでい
る。コントローラチップ１０２は、その主面が第１配線基板１０１の上面と対向するよう
に配置され、第１配線基板１０１の上面の中央部にフェイスダウン実装されている。
【００１５】
　第１配線基板１０１の上面に形成された複数の配線１１０の一端はボンディングリード
１１１を構成し、他端は上面側ランド１１２を構成している。ここで、この上面側ランド
１１２は、後程詳細に説明する第２半導体パッケージ２００の半田ボール２０８が接続（
形成）されるランドである。そして、複数のボンディングリード１１１のそれぞれと、こ
れに対応するコントローラチップ１０２の電極パッド１０３は、導電性部材（ここでは、
半田ボール）１０４を介して電気的に接続されている。また、第１配線基板１０１の上面
とコントローラチップ１０２の主面との間には、コントローラチップ１０２の主面を保護
するためのアンダーフィル樹脂１０７が充填されている。
【００１６】
　第１配線基板１０１の下面（裏面）には、図示しないビア配線を介して上記配線１１０
に電気的に接続された複数の下面側ランド１１５および複数のテスト用ランド１１５Ｌが
形成されている。そして、下面側ランド１１５には、半導体装置と外部電子機器との間で
信号および電源電位（又は基準電位）の入出力を行うための外部端子（伝導経路）と成り
、かつ導電性部材から成る半田ボール１０５が接続（形成）される。すなわち、ＰＯＰ型
半導体装置は、これらの下面側ランド１１５に接続された半田ボール１０５を介してディ
ジタルカメラや携帯電話などの外部電子機器に実装される。一方、テスト用ランド１１５
Ｌは、第１半導体パッケージ１００の完成後に行われる電気特性検査工程で使用されるテ
スト用端子を構成している。テスト用ランド１１５Ｌは、ＰＯＰ型半導体装置を外部電子
機器に実装する顧客にとっては不要の端子であるため、半田ボール１０５は接続されない
。
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【００１７】
　上記第１半導体パッケージ１００の完成後の電気特性検査工程では、テスト用ランド１
１５Ｌにプローブ針を接触させ、コントローラチップ１０２からテスト用ランド１１５Ｌ
に至る配線経路の導通／非導通を検査する。また、このテスト工程では、下面側ランド１
１５に接続された半田ボール１０５にもプローブ針を接触させ、コントローラチップ１０
２に対するＡＣ／ＤＣテストや、コントローラチップ１０２から半田ボール１０５に至る
配線経路の導通／非導通を検査する。すなわち、下面側ランド１１５は、外部端子だけで
なく、テスト用端子としても機能する。
【００１８】
　図２６は、上記第１半導体パッケージ１００の上部に積層された第２半導体パッケージ
２００の第２配線基板２０１を示す平面図、図２７は、図２６のＣ－Ｃ線に沿った断面図
である。
【００１９】
　図２５、図２６および図２７に示すように、第１半導体パッケージ１００の上部に積層
された第２半導体パッケージ２００は、第１半導体パッケージ１００の第１配線基板１０
１とほぼ同一の外形寸法を有する第２配線基板２０１と、この第２配線基板２０１の上面
の中央部に搭載されたＤＲＡＭチップ２０２と、このＤＲＡＭチップ２０２の上部に積層
されたフラッシュメモリチップ２０３とを備えている。ＤＲＡＭチップ２０２は、その裏
面が第２配線基板２０１の上面と対向するように、接着剤２２０によって第２配線基板２
０１の上面の中央部に搭載される。また、フラッシュメモリチップ２０３は、接着剤２２
０によってＤＲＡＭチップ２０２の上面に搭載されている。
【００２０】
　上記ＤＲＡＭチップ２０２の主面には複数の電極パッド２０４が形成されている。これ
らの電極パッド２０４は、Ａｕワイヤ２０６を介して第２配線基板２０１のボンディング
リード２１１に電気的に接続されている。また、フラッシュメモリチップ２０３の主面に
は、複数の電極パッド２０５が形成されている。これらの電極パッド２０５は、Ａｕワイ
ヤ２０７を介して第２配線基板２０１のボンディングリード２１１に電気的に接続されて
いる。ＤＲＡＭチップ２０２、フラッシュメモリチップ２０３、ボンディングリード２１
１およびＡｕワイヤ２０６、２０７は、樹脂封止体２２１によって封止されている。なお
、図２６は、樹脂封止体２２１の図示を省略している。
【００２１】
　第２配線基板２０１の下面（裏面）には、ビア配線２１２を介して上記ボンディングリ
ード２１１に電気的に接続された複数の下面側ランド２１３が形成されている。下面側ラ
ンド２１３の数は、前記第１半導体パッケージ１００の第１配線基板１０１の上面に形成
された上面側ランド１１２の数と同じであり、第１半導体パッケージ１００の上に第２半
導体パッケージ２００を積層した時に、第２半導体パッケージ２００の下面側ランド２１
３とそれに対応する第１半導体パッケージ１００の上面側ランド１１２とが互いに対向す
るようになっている。
【００２２】
　第２半導体パッケージ２００の外部端子を構成する上記複数の下面側ランド２１３の表
面には、半田ボール２０８が接続されている。これらの半田ボール２０８は、第１半導体
パッケージ１００の下面側ランド１１５に接続された半田ボール１０５よりも融点が高い
半田材料からなる。そして、第２半導体パッケージ２００は、これらの半田ボール２０８
を介して下段の第１半導体パッケージ１００に電気的に接続されている。
【００２３】
　上記したＰＯＰ型半導体装置の組み立て前に行われる第１半導体パッケージ１００のテ
スト工程では、プローブカードが内蔵されたプローブソケットに第１半導体パッケージ１
００を装着する。そして、プローブソケットに設けられた複数のプローブ針（以下、コン
タクトピンということもある）を第１配線基板１０１の下面の半田ボールおよびテスト用
ランドに接触させながら各種の電気特性検査を行う。
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【００２４】
　しかし、本発明者の検討によると、ＰＯＰ型半導体装置の小型化が進み、上記第１配線
基板１０１の下面に形成されたランド（下面側ランド１１５およびテスト用ランド１１５
Ｌ）の径やランド間ピッチが小さくなると、プローブ針とランドとの位置合わせ精度が低
下し、最悪の場合、プローブ針とランドとが非接触となるために、正確な電気特性検査を
行うことができなくなるという問題が生じる。
【００２５】
　図２８は、第１配線基板１０１の下面に形成されたランド（下面側ランド１１５および
テスト用ランド１１５Ｌ）とプローブソケットに設けられたプローブ針（コンタクトピン
）との接触部を示す概略断面図である。
【００２６】
　プローブソケットのソケット本体１１には、複数個のボール接続用コンタクトピン１３
Ｂと複数個のランド接続用コンタクトピン１３Ｌとが内蔵されている。図２８には、ボー
ル接続用コンタクトピン１３Ｂおよびランド接続用コンタクトピン１３Ｌが１本ずつ示し
てある。ボール接続用コンタクトピン１３Ｂは、第１配線基板１０１の下面側ランド１１
５に取り付けられた半田ボール１０５と接触するプローブ針であり、ランド接続用コンタ
クトピン１３Ｌは、テスト用ランド１１５Ｌと接触するプローブ針である。
【００２７】
　ボール接続用コンタクトピン１３Ｂおよびランド接続用コンタクトピン１３Ｌのそれぞ
れは、ソケット本体１１に設けられたピンガイド１５内をコイルバネの弾性力によって上
下動する構造になっている。ボール接続用コンタクトピン１３Ｂが挿入されるピンガイド
１５の先端部近傍（ボールガイド１６）には半田ボール１０５が挿入されるので、その径
はピンガイド１５の径よりも広くなっている。言い換えると、半田ボール１０５がピンガ
イド１５と繋がるボールガイド１６内に配置される。
【００２８】
　図２８（ａ）は、ボール接続用コンタクトピン１３Ｂと半田ボール１０５、およびラン
ド接続用コンタクトピン１３Ｌとテスト用ランド１１５Ｌがそれぞれ理想的な状態で接触
した状態を示している。このとき、ボール接続用コンタクトピン１３Ｂの中心は半田ボー
ル１０５の中心と一致し、ランド接続用コンタクトピン１３Ｌの中心はテスト用ランド１
１５Ｌの中心と一致する。
【００２９】
　一方、図２８（ｂ）は、ボール接続用コンタクトピン１３Ｂと半田ボール１０５との位
置ずれ、およびランド接続用コンタクトピン１３Ｌとテスト用ランド１１５Ｌとの位置ず
れがそれぞれ最大になった状態を示している。なお、ここでは、第１配線基板１０１がソ
ケット本体１１に対して左方向（図の矢印方向）にずれた場合を示している。このとき、
半田ボール１０５は、ボールガイド１６の内壁面（左側の内壁面）に接触した状態になる
。また、ランド接続用コンタクトピン１３Ｌおよびボール接続用コンタクトピン１３Ｂは
、それぞれピンガイド１５の内壁面（右側の内壁面）に接触した状態になる。
【００３０】
　第１配線基板１０１は、上記のように、ボール接続用コンタクトピン１３Ｂと半田ボー
ル１０５との位置ずれ、およびランド接続用コンタクトピン１３Ｌとテスト用ランド１１
５Ｌとの位置ずれがそれぞれ最大になった場合でも、ボール接続用コンタクトピン１３Ｂ
と半田ボール１０５、およびランド接続用コンタクトピン１３Ｌとテスト用ランド１１５
Ｌがそれぞれ非接触にならないように設計される。
【００３１】
　ところが、実際には、第１配線基板１０１およびプローブソケット１０にそれぞれ加工
ばらつきが存在する。また、第１配線基板１０１とその上面に搭載されたコントローラチ
ップ１０２は、熱膨張係数が互いの異なる材料で構成されているので、コントローラチッ
プ１０２の動作時に発生する熱などによって第１配線基板１０１に反りが発生する。そし
て、この反りは、第１配線基板１０１の中心部よりも周辺部でより大きくなるため、この
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反りに起因するランドとプローブ針の位置ずれは、第１配線基板１０１の周辺部に配置さ
れたランドで顕著になる。また、それぞれのコンタクトピン１３Ｂ，１３Ｌは、それぞれ
のピンガイド１５内において上下動を可能とするために、ピンガイド１５の内壁面とコン
タクトピン１３Ｂ，１３Ｌの表面との間に隙間が設けられている。言い換えると、コンタ
クトピンの径が、ガイドの径よりも小さい。さらに、配線基板の下面には複数の半田ボー
ル１０５が形成されるが、半田ボール１０５が配置される下面側ランド１１５の位置が、
加工ばらつきにより本来の位置からずれるおそれがある。そして、下面側ランド１１５が
ずれると、このずれた下面側ランド１１５に形成された半田ボール１０５の位置もずれる
。そのため、半田ボール１０５がソケット本体１１に設けられたガイド（ボールガイド１
６）内に確実に収納できるように、ボールガイド１６の径をピンガイド１５の径よりも大
きく形成している。
【００３２】
　その結果、第１配線基板１０１をプローブソケットのソケット本体１１に装着した時に
、ボール接続用コンタクトピン１３Ｂと半田ボール１０５との位置ずれ量、またはランド
接続用コンタクトピン１３Ｌとテスト用ランド１１５Ｌとの位置ずれ量が前記図２８（ｂ
）に示した設計上の許容範囲を超えてしまうことがある。
【００３３】
　このとき、第１配線基板１０１の下面に形成されたランド（下面側ランド１１５および
テスト用ランド１１５Ｌ）の径が十分に大きい場合には、両者が非接触状態になることは
ない。しかし、第１配線基板１０１の小型化が進み、これに伴ってランドの径やランド間
ピッチが小さくなると、プローブ針とランドとの位置ずれ量が上記した許容範囲を超えた
ときに、ランド接続用コンタクトピン１３Ｌとテスト用ランド１１５Ｌとが非接触状態に
なるおそれがある。
【００３４】
　すなわち、ランド接続用コンタクトピン１３Ｌとテスト用ランド１１５Ｌとの接触部に
着目すると、ランド接続用コンタクトピン１３Ｌの先端部（上端部）の形状は、平坦なテ
スト用ランド１１５Ｌと一点で接触する、いわゆる一本針形状になっている。詳細に説明
すると、ランド接続用コンタクトピン１３Ｌの先端部（上端部）の平面形状（図２８にお
いて、テスト用ランド１１５Ｌ側から見たコンタクトピン１３Ｌの平面形状）は円形から
成り、針の頂点はこのランド接続用コンタクトピン１３Ｌの先端部（上端部）の中央部に
配置されている。言い換えると、１つの突起がランド接続用コンタクトピン１３Ｌの先端
部（上端部）の中央部に形成されている。そのため、ランド接続用コンタクトピン１３Ｌ
の開口半径（テスト用ランド１１５Ｌの周辺部を覆うソルダレジスト１０６から露出した
部分の半径）が上記した許容範囲よりも小さくなると、図２９に示すように、両者が非接
触状態になるおそれがある。
【００３５】
　これに対し、下面側ランド１１５には、第１配線基板１０１の下面よりも下方に突出す
る半田ボール１０５が接続されている。また、ボール接続用コンタクトピン１３Ｂの先端
部（上端部）の形状は、球状の半田ボール１０５と多点で接触する、いわゆるクラウン形
状になっている。詳細に説明すると、ボール接続用コンタクトピン１３Ｂの先端部（上端
部）の平面形状（図２８において、下面側ランド１１５側から見たコンタクトピン１３Ｂ
の平面形状）が円形から成り、複数の突起はこの先端部の周縁部に沿って配置（形成）さ
れている。そのため、たとえ下面側ランド１１５や半田ボール１０５の半径が上記した許
容範囲より小さくなった場合でも、半田ボール１０５とボール接続用コンタクトピン１３
Ｂとの非接触は生じ難い。
【００３６】
　このように、ＰＯＰ型半導体装置の小型化に伴って、第１配線基板１０１の下面に形成
されるランド（下面側ランド１１５およびテスト用ランド１１５Ｌ）の径が小さくなると
、特に、半田ボール１０５が接続されないテスト用ランド１１５Ｌとランド接続用コンタ
クトピン１３Ｌとの接触不良が発生し易くなり、テスト用ランド１１５Ｌを使った第１半
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導体パッケージ１００の電気特性検査を精度よく行うことができなくなる。
【００３７】
　本発明の目的は、チップが搭載された配線基板の下面にテスト用ランドを備えた面実装
型半導体装置において、配線基板を小型化した場合でも、テスト用ランドを使った電気特
性検査を精度よく行う技術を提供することにある。
【００３８】
　本発明の他の目的は、チップが搭載された配線基板の下面にテスト用ランドを備えた面
実装型半導体装置の小型化を推進する技術を提供することにある。
【００３９】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００４０】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
（１）本発明の好ましい一実施形態である半導体装置の製造方法は、第１ランド、前記第
１ランドの径よりも大きい径から成る第２ランド、および前記第１ランドに形成され、外
部端子と成る導電性部材を有する配線基板と、前記配線基板の前記上面に搭載された半導
体チップとを含む組立体を準備する工程と、前記組立体をプローブソケットに装着し、前
記プローブソケットの第１コンタクトピンと前記導電性部材とを接触させ、前記プローブ
ソケットの第２コンタクトピンと前記第２ランドとを接触させ、前記組立体の電気特性検
査を行う工程とを含む半導体装置の製造方法であって、前記第２ランドには前記導電性部
材が接続されず、かつ前記半導体装置の電気特性検査時にのみ使用される。
（２）本発明の好ましい一実施形態である半導体装置は、複数のランドを有する配線基板
と、前記配線基板に搭載された半導体チップとを含む半導体装置であって、前記複数のラ
ンドは、前記半導体装置の外部端子となる導電性部材が接続された第１ランドと、前記導
電性部材が接続されず、かつ前記半導体装置の電気特性検査時にのみ使用される第２ラン
ドとを有し、前記第２ランドの径は、前記第１ランドの径よりも大きい。
【発明の効果】
【００４１】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下の通りである。
【００４２】
　上記した本発明の好ましい一実施形態によれば、チップが搭載された配線基板の下面に
テスト用ランドを備えた面実装型の半導体装置において、配線基板を小型化した場合でも
、テスト用ランドを使った電気特性検査を精度よく行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の実施の形態であるＰＯＰ型半導体装置の第１半導体パッケージを示す平
面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿った第１半導体パッケージの断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ線に沿った第１半導体パッケージの要部拡大断面図である。
【図４】第１半導体パッケージの配線基板に形成された下面側ランドおよびテスト用ラン
ドのレイアウトを示す平面図である。
【図５】図４の一部を拡大して示す平面図である。
【図６】第１半導体パッケージの製造に用いるマトリクス基板の上面を示す平面図である
。
【図７】第１半導体パッケージの製造に用いるマトリクス基板の下面を示す平面図である
。
【図８】図６の一部を拡大して示す平面図である。
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【図９】第１半導体パッケージの製造方法を示すマトリクス基板の一部拡大平面図である
。
【図１０】第１半導体パッケージの製造方法を示すマトリクス基板の一部拡大断面図であ
る。
【図１１】第１半導体パッケージの製造方法を示すマトリクス基板の一部拡大平面図であ
る。
【図１２】第１半導体パッケージの製造方法を示すマトリクス基板の一部拡大断面図であ
る。
【図１３】第１半導体パッケージの電気特性検査に用いるプローブソケットの要部を示す
概略断面図である。
【図１４】図１３に示すプローブソケットに内蔵されたコンタクトピンの要部を示す概略
断面図である。
【図１５】第１半導体パッケージをプローブソケットに装着した状態を示す概略断面図で
ある。
【図１６】プローブソケットのキャップに設けられた凸部と配線基板のダムとの接触部を
示す拡大断面図である。
【図１７】第１半導体パッケージの配線基板上に設けられたダムの別例を示す平面図であ
る。
【図１８】プローブソケットのキャップに設けられた凸部と図１７に示すダムとの接触部
を示す拡大断面図である。
【図１９】配線基板の下面側ランドに接続された半田ボールとボール接続用コンタクトピ
ンとの接触部およびテスト用ランドとランド接続用コンタクトピンとの接触部を示す概略
断面図である。
【図２０】ランド接続用コンタクトピンとテスト用ランドの位置ずれ量が最大になった状
態を示す説明図である。
【図２１】本発明の実施の形態であるＰＯＰ型半導体装置の全体構成を示す断面図である
。
【図２２】配線基板の下面に形成されるテスト用ランドの別例を示す平面図である。
【図２３】第１半導体パッケージの別例を示す平面図である。
【図２４】第１半導体パッケージの別例を示す要部拡大断面図である。
【図２５】本発明者らが検討したＰＯＰ型半導体装置の全体構成を示す断面図である。
【図２６】図２５に示すＰＯＰ型半導体装置の第２配線基板を示す平面図である。
【図２７】図２６のＣ－Ｃ線に沿った断面図である。
【図２８】（ａ）、（ｂ）は、図２５に示すＰＯＰ型半導体装置の第１配線基板に形成さ
れたランドとプローブ針との接触部を示す概略断面図である。
【図２９】図２５に示すＰＯＰ型半導体装置の第１配線基板に形成されたランド接続用コ
ンタクトピンランドとプローブ針との接触不良状態を示す概略断面図である。
【図３０】本発明の実施の形態の変形例であるＢＧＡ型半導体装置の全体構成を示す断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返し
の説明は省略する。また、以下の実施の形態では、特に必要なときを除き、同一または同
様な部分の説明を原則として繰り返さない。また、以下の実施の形態を説明する図面にお
いては、構成を分かり易くするために、平面図であってもハッチングを付す場合がある。
【００４５】
　本実施の形態は、コントローラ系チップが搭載された第１半導体パッケージ（第１半導
体装置、下段側パッケージ）の上部に、メモリ系チップが搭載された第２半導体パッケー
ジ（第２半導体装置、上段側パッケージ）を積層してシステムを構成するＰＯＰ型半導体
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装置に適用したものである。
【００４６】
　＜第１半導体パッケージ（第１半導体装置）＞
　図１は、ＰＯＰ型半導体装置の第１半導体パッケージを示す平面図、図２は、図１のＡ
－Ａ線に沿った第１半導体パッケージの断面図、図３は、図１のＢ－Ｂ線に沿った第１半
導体パッケージの要部拡大断面図である。
【００４７】
　ＰＯＰ型半導体装置の下段側パッケージを構成する第１半導体パッケージ３００は、配
線基板３０１と、この配線基板３０１の上面の中央部に搭載されたコントローラチップ（
第１半導体チップ）３０２とを備えている。
【００４８】
　配線基板３０１は、例えばガラスエポキシ樹脂のような汎用樹脂と配線層とを主体とし
て構成された多層配線基板であり、その平面形状は、例えば四角形（正方形）である。配
線基板３０１の上面（表面、主面）には複数の配線３１０が形成されており、これらの配
線３１０のそれぞれの一端がボンディングリード（電極パッド）３１１を構成し、他端が
上面側ランド（電極パッド）３１２を構成している。なお、図１は複数の配線３１０のそ
れぞれの他端（上面側ランド３１２）のみを図示している。
【００４９】
　図３に示すように、配線基板３０１の上面は、複数の配線３１０のそれぞれの一端（ボ
ンディングリード３１１）の表面および他端（上面側ランド３１２）の表面を除き、配線
３１０を保護するための絶縁性樹脂被膜であるソルダレジスト３０６によって被覆されて
いる。このソルダレジスト３０６から露出したボンディングリード３１１の表面および上
面側ランド３１２の表面には、例えばニッケル（Ｎｉ）層の上にＡｕ層を積層した２層の
金属膜からなるメッキ層（図示せず）が形成されている。
【００５０】
　配線基板３０１の下面（裏面）には、複数の下面側ランド（ボール搭載用ランド）３１
５および複数のテスト用ランド３１５Ｌが形成されている。下面側ランド３１５およびテ
スト用ランド３１５Ｌのそれぞれは、配線基板３０１の内部に形成された複数のビア配線
３１３および複数層（例えば２層）の内部配線３１４を介して、配線基板３０１の上面の
配線３１０に電気的に接続されている。すなわち、配線基板３０１は、その上面の配線３
１０を第１配線層、下面側ランド３１５およびテスト用ランド３１５Ｌを第２配線層、２
層の内部配線３１４を第３および第４配線層とする４層配線基板である。これら４層の配
線（配線３１０、内部配線３１４、下面側ランド３１５、テスト用ランド３１５Ｌ）およ
びそれらを接続するビア配線３１３は、例えば銅（Ｃｕ）のような低抵抗金属からなる。
また、配線基板３０１の下面は、下面側ランド３１５の表面およびテスト用ランド３１５
Ｌの表面を除き、ソルダレジスト３０６によって被覆されている。
【００５１】
　配線基板３０１の下面に形成された下面側ランド３１５には、半導体装置と外部電子機
器との間で信号および電源電位（又は基準電位）の入出力を行うための外部端子（伝導経
路）が接続（形成）されている。本実施の形態では、この外部端子は導電性部材から成り
、例えば半田ボール（以後、半田ボール３０５と呼ぶ）である。ＰＯＰ型半導体装置は、
これらの半田ボール３０５をマザーボード（実装基板）の電極パッドと接続し、この半田
ボール３０５を介してディジタルカメラや携帯電話のような外部電子機器のマザーボード
（実装基板）に実装される。半田ボール３０５は、例えば錫（Ｓｎ）単体、またはＳｎに
少量のビスマス（Ｂｉ）、亜鉛（Ｚｎ）、銀（Ａｇ）、Ｃｕのいずれかを添加したＳｎ合
金などからなる。
【００５２】
　配線基板３０１の下面に形成されたテスト用ランド３１５Ｌは、第１半導体パッケージ
（組立体）３００の完成後に行われる電気特性検査時にのみ使用される端子である。すな
わち、テスト用ランド３１５Ｌは、ＰＯＰ型半導体装置を外部電子機器のマザーボードに
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実装する顧客が使用しない端子である。そのため、テスト用ランド３１５Ｌの表面には半
田バンプが接続されておらず、平坦なＬＧＡ構成となっている。なお、テスト用ランド３
１５Ｌを使用した第１半導体パッケージ３００の電気特性検査については後述する。
【００５３】
　配線基板３０１の上面に搭載されたコントローラチップ３０２は、平面形状がほぼ正方
形の単結晶シリコン基板からなる。このコントローラチップ３０２は、その主面（集積回
路形成面）が配線基板３０１の上面と対向するように、配線基板３０１の上面の中央部に
フェイスダウン実装されている。コントローラチップ３０２の主面の周辺部には複数の電
極パッド３０３が形成されている。図示はしないが、これらの電極パッド３０３の内側の
シリコン基板には、第１半導体パッケージ３００の上に積層される第２半導体パッケージ
のメモリチップを制御するための制御回路が形成されている。
【００５４】
　コントローラチップ３０２の主面に形成された電極パッド３０３と、配線基板３０１の
上面に形成された配線３１０の一端（ボンディングリード３１１）とは、半田ボール３０
４を介して電気的に接続されている。すなわち、コントローラチップ３０２は、半田ボー
ル３０４を介して配線基板３０１の上面にフリップチップ実装されている。半田ボール３
０４は、配線基板３０１の下面側ランド３１５に接続された半田ボール３０５と同じく、
Ｓｎに少量のＢｉ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｃｕを添加したＳｎ合金などからなるが、その融点は半
田ボール３０５のそれよりも高い。
【００５５】
　配線基板３０１の上面とコントローラチップ３０２の主面との間には、コントローラチ
ップ３０２の主面を保護するためのアンダーフィル樹脂３０７が充填されている。アンダ
ーフィル樹脂３０７は、コントローラチップ３０２と配線基板３０１との熱膨張係数差に
起因して両者の界面に加わる熱応力を緩和する機能も備えている。アンダーフィル樹脂３
０７は、例えば一液型熱硬化性エポキシ樹脂からなる。
【００５６】
　配線基板３０１の上面に搭載されたコントローラチップ３０２の外周近傍には、四角枠
状の平面形状を有するダム３０８が設けられている。コントローラチップ３０２の周囲を
囲むように配置されたこのダム３０８は、配線基板３０１の上面とコントローラチップ３
０２の主面との間に液状のアンダーフィル樹脂３０７を供給した際、このアンダーフィル
樹脂３０７が配線基板３０１の上面の周辺部に拡散し、配線３１０の端部（上面側ランド
３１２）の表面を覆うのを防ぐために形成されている。ダム３０８は、配線基板３０１の
上面を覆うソルダレジスト３０６と同じ材料（例えばエポキシ樹脂）からなる絶縁性樹脂
被膜であり、図３に示すように、ソルダレジスト３０６の上面に接合されている。
【００５７】
　図４は、配線基板３０１の下面に形成された下面側ランド３１５およびテスト用ランド
３１５Ｌのレイアウトを示す平面図である。なお、下面側ランド３１５に接続されている
半田ボール３０５の図示は省略する。また、下面側ランド３１５と区別するために、テス
ト用ランド３１５Ｌにはハッチングを付している。
【００５８】
　図４に示すように、下面側ランド３１５およびテスト用ランド３１５Ｌは、配線基板３
０１の下面にアレイ状に配置されている。このうち、下面側ランド３１５は、配線基板３
０１の中央部から各辺に向かう方向、すなわち図のＸ方向（配線基板３０１の一辺に平行
な方向）およびこれと直交するＹ方向に沿って、主として７列に配置されている。一方、
テスト用ランド３１５Ｌは、主として配線基板３０１の中央部近傍（下面側ランド列の内
側）と最外周部（下面側ランド列の外側）とに配置されている。
【００５９】
　図示は省略するが、本実施の形態の第１半導体パッケージ３００の上に積層される第２
半導体パッケージは、配線基板と、この配線基板の上面に搭載された２枚のメモリチップ
とを備えている。２枚のメモリチップの一方はＤＲＡＭが形成されたチップであり、もう
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一方はフラッシュメモリが形成されたチップである。
【００６０】
　そして、配線基板３０１の下面に形成されたテスト用ランド３１５Ｌのうち、配線基板
３０１の中央部近傍（下面側ランド列の内側）に配置されたテスト用ランド３１５Ｌは、
主としてフラッシュメモリチップインタフェース用ランドを構成している。一方、配線基
板３０１の最外周部（下面側ランド列の外側）に配置されたテスト用ランド３１５Ｌは、
主としてＤＲＡＭチップインタフェース用ランドを構成している。また、配線基板３０１
の内部に形成されたビア配線３１３のうち、配線基板３０１の中央部寄りに配置されたビ
ア配線３１３は、主としてフラッシュメモリチップインタフェース用ビア配線を構成し、
配線基板３０１の外周部寄りに配置された下面側ランド３１５は、主としてＤＲＡＭチッ
プインタフェース用ビア配線を構成している。
【００６１】
　一般に、ＤＲＡＭの駆動周波数は、フラッシュメモリの駆動周波数よりも高い。そのた
め、コントローラチップ３０２からＤＲＡＭチップインタフェース用ランドに至る経路の
配線長が長くなると、その分、配線のインピーダンス成分が増加し、かつ配線が不要ノイ
ズを拾う可能性も高くなるので、ＰＯＰ型半導体装置の信頼性（電気特性）が低下する恐
れがある。これに対し、上記のように、ＤＲＡＭチップインタフェース用ランドを配線基
板３０１の最外周部に配置し、かつＤＲＡＭチップインタフェース用のビア配線３１３を
配線基板３０１の外周部寄りに配置した場合は、配線基板３０１の上面に搭載されたコン
トローラチップ３０２からＤＲＡＭチップインタフェース用のテスト用ランド３１５Ｌに
至る経路の配線長が最短化されるので、上記した不具合が回避される。
【００６２】
　図５は、図４の実線で囲んだ矩形の領域Ｌを拡大して示す平面図である。図５に示すよ
うに、下面側ランド３１５同士のピッチａ１、テスト用ランド３１５Ｌ同士のピッチａ２
、下面側ランド３１５とテスト用ランド３１５Ｌとのピッチａ３は、いずれも同一（ａ１
＝ａ２＝ａ３）であり、例えばそれぞれ０．４ｍｍである。すなわち、下面側ランド３１
５およびテスト用ランド３１５Ｌのそれぞれは、Ｘ方向およびＹ方向に沿って、互いに等
しいピッチで配置されている。
【００６３】
　また、上記Ｘ方向およびＹ方向に沿った下面側ランド３１５同士の間隔ｂは、例えばそ
れぞれ０．１ｍｍである。これに対し、Ｘ方向およびＹ方向に沿ったテスト用ランド３１
５Ｌ同士の間隔ｃは、例えばそれぞれ０．０７ｍｍである。すなわち、本実施の形態の配
線基板３０１は、テスト用ランド３１５Ｌの直径ＤＬが、下面側ランド３１５（半田ボー
ル３０５が接続される外部端子）の直径ＤＢよりも大きい。テスト用ランド３１５Ｌの直
径ＤＬは、例えば０．３３ｍｍであり、下面側ランド３１５の直径ＤＢは、例えば０．３
ｍｍである。テスト用ランド３１５Ｌの直径ＤＬを下面側ランド３１５の直径ＤＢよりも
大きくした効果については、後述する。
【００６４】
　＜第１半導体パッケージの製造方法＞
　次に、上記のように構成された第１半導体パッケージ３００の製造方法について、図６
～図１２を参照しながら説明する。
【００６５】
　図６は、第１半導体パッケージ３００の製造に用いるマトリクス基板（大型配線基板）
３３０の上面（表面）を示す平面図、図７は、マトリクス基板３３０の下面（裏面）を示
す平面図、図８は、図６の一部（配線基板２個分の領域）を拡大して示す平面図である。
【００６６】
　マトリクス基板３３０は、前述した配線基板３０１の導体パターン（配線３１０、ボン
ディングリード３１１、上面側ランド３１２、ビア配線３１３、内部配線３１４、下面側
ランド３１５、テスト用ランド３１５Ｌ）を繰り返し形成した構造を有している。マトリ
クス基板３３０は、第１半導体パッケージ３００の配線基板３０１の母体となる基板であ
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り、これをダイシングすることにより、多数（例えば６個）の配線基板３０１が得られる
ようになっている。
【００６７】
　第１半導体パッケージ３００を製造するには、まず、図９および図１０に示すように、
マトリクス基板３３０の上面にコントローラチップ３０２を搭載し、あらかじめコントロ
ーラチップ３０２の電極パッド３０３に接続しておいた半田ボール（バンプ電極）３０４
をボンディングリード３１１上に位置決めする。続いて、マトリクス基板３３０を加熱炉
内で加熱し、半田ボール３０４をリフローさせることにより、半田ボール３０４と電極パ
ッド３０３とを接続する。
【００６８】
　次に、図１１および図１２に示すように、マトリクス基板３３０の上面とコントローラ
チップ３０２の主面との間に液状のアンダーフィル樹脂３０７を供給し、続いて、マトリ
クス基板３３０を加熱炉内で加熱してアンダーフィル樹脂３０７を硬化させる。
【００６９】
　その後、マトリクス基板３３０の下面の下面側ランド３１５に半田ボール３０５を接続
し、続いてマトリクス基板３３０を加熱炉内で加熱して半田ボール３０５をリフローさせ
た後、マトリクス基板３３０をダイシングすることにより、前記図１～図３に示した第１
半導体パッケージ３００が得られる。
【００７０】
　＜第１半導体パッケージの電気特性検査＞
　次に、上記のような方法で製造された第１半導体パッケージ（組立体）３００の電気特
性検査を行う。図１３は、第１半導体パッケージ３００の電気特性検査に用いるプローブ
ソケット１０の要部を示す概略断面図、図１４は、図１３に示すプローブソケット１０に
内蔵されたコンタクトピン（ボール接続用コンタクトピン１３Ｂおよびランド接続用コン
タクトピン１３Ｌ）の要部を示す概略断面図である。
【００７１】
　図１３に示すように、プローブソケット１０は、ソケット本体１１と、このソケット本
体１１に開閉可能に取り付けられたキャップ１２とを備えており、ソケット本体１１には
、複数個のボール接続用コンタクトピン１３Ｂと複数個のランド接続用コンタクトピン１
３Ｌとが内蔵されている。
【００７２】
　ボール接続用コンタクトピン（第１コンタクトピン）１３Ｂは、第１半導体パッケージ
３００の配線基板３０１の下面側ランド３１５に取り付けられた半田ボール３０５と接触
するプローブ針であり、ランド接続用コンタクトピン１３Ｌは、テスト用ランド３１５Ｌ
と接触するプローブ針である。ボール接続用コンタクトピン１３Ｂの数は、配線基板３０
１の下面に形成された下面側ランド３１５の数と同じであり、ランド接続用コンタクトピ
ン（第２コンタクトピン）１３Ｌの数は、テスト用ランド３１５Ｌの数と同じである。
【００７３】
　図１４に示すように、ボール接続用コンタクトピン１３Ｂとランド接続用コンタクトピ
ン１３Ｌのそれぞれは、金属製の管の中に収納されたコイルバネ１４の弾性力によってピ
ンガイド１５内を上下動するポゴピン（POGO pin）構造を有している。また、ボール接続
用コンタクトピン１３Ｂとランド接続用コンタクトピン１３Ｌのそれぞれの下端部は、ソ
ケット本体１１に内蔵された図示しないコンタクトプローブに接続されている。このとき
、図１４に示すように、それぞれのコンタクトピン１３Ｂ，１３Ｌは、それぞれのピンガ
イド１５内において上下動を可能とするために、ピンガイド１５の内壁面とコンタクトピ
ン１３Ｂ，１３Ｌの表面との間に隙間が設けられている。
【００７４】
　ボール接続用コンタクトピン１３Ｂの先端部（上端部）の形状は、球状の半田ボール３
０５と多点で接触する、いわゆるクラウン形状になっている。詳細に説明すると、ボール
接続用コンタクトピン１３Ｂの先端部（上端部）の平面形状（図２８において、下面側ラ
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ンド１１５側から見たコンタクトピン１３Ｂの平面形状）が円形から成り、複数の突起は
この先端部の周縁部に沿って配置（形成）されている。このように、ボール接続用コンタ
クトピン１３Ｂの先端部（上端部）の形状を、所謂、クラウン形状にすることで、球状の
半田ボール（バンプ電極）３０５との接触点（接触面積）を増やすことができる。一方、
ランド接続用コンタクトピン１３Ｌの先端部（上端部）の形状は、平坦なテスト用ランド
３１５Ｌと一点で接触する、いわゆる一本針形状になっている。詳細に説明すると、ラン
ド接続用コンタクトピン１３Ｌの先端部（上端部）の平面形状（図２８において、テスト
用ランド１１５Ｌ側から見たコンタクトピン１３Ｌの平面形状）は円形から成り、針の頂
点はこのランド接続用コンタクトピン１３Ｌの先端部（上端部）の中央部に配置されてい
る。言い換えると、１つの突起がランド接続用コンタクトピン１３Ｌの先端部（上端部）
の中央部に形成されている。なお、図に示したボール接続用コンタクトピン１３Ｂの先端
部は、半田ボール３０５と２点で接触する形状になっているが、半田ボール３０５と３点
以上で接触する形状であってもよいことは勿論である。
【００７５】
　上記プローブソケット１０を使用して第１半導体パッケージ３００の電気特性検査を行
う際は、図１５に示すように、第１半導体パッケージ３００をソケット本体１１の上面に
位置決めし、配線基板３０１の上面を上方からキャップ１２で押さえ付けることによって
、ソケット本体１１の上面に固定する。詳細に説明すると、図１５に示すように、ソケッ
ト本体１１の上面には、凹部（収納部）が形成されており、第１半導体パッケージ３００
の下面がこのソケット本体１１の凹部における底面と対向するように、第１半導体パッケ
ージ３００をこのソケット本体１１の凹部内に配置する。
【００７６】
　このように、第１半導体パッケージ３００の電気特性検査を行う間、配線基板３０１の
上面を上方からキャップ１２で押さえ付けておくことにより、配線基板３０１上に搭載さ
れたコントローラチップ３０２の発熱などに起因する配線基板３０１の反りが抑制される
。これにより、配線基板３０１の反りに起因するランド（下面側ランド３１５およびテス
ト用ランド３１５Ｌ）とプローブ針（ボール接続用コンタクトピン１３Ｂおよびランド接
続用コンタクトピン１３Ｌ）との位置合わせ精度の低下を抑制することができる。
【００７７】
　また、配線基板３０１の上面をキャップ１２で押さえ付ける際には、キャップ１２との
接触による配線基板３０１の上面の損傷を防ぐために、キャップ１２の下面に平坦な底面
を有する凸部１２ａを設け、この凸部１２ａの底面を配線基板３０１の上面に形成された
ダム３０８と接触させる。図１５には示さないが、この凸部１２ａは、配線基板３０１の
上面のダム３０８と同様、四角枠状の平面形状を有している。
【００７８】
　図１６は、キャップ１２の凸部１２ａと配線基板３０１のダム３０８との接触部を示す
拡大断面図である。図１６に示すように、ダム３０８の幅は、キャップ１２の下面に設け
られた凸部１２ａとダム３０８とが接触する領域、すなわち凸部１２ａの底面の幅よりも
広くすることが望ましい。このようにすると、凸部１２ａの底面全体がダム３０８の上面
と接触するので、ダム３０８の上面に対して均等な押圧力を印加することができる。他方
、ダム３０８の幅を凸部１２ａの幅よりも狭くした場合には、凸部１２ａの底面の一部が
ダム３０８の上面と非接触になり、ダム３０８の上面に印加される押圧力が不均等になる
ことがある。
【００７９】
　また、配線基板３０１の上面にダム３０８を設ける際には、配線基板３０１の上面にお
いて、配線基板３０１の中央部から一辺に向かう方向に沿って複数列に亘って配列された
半田ボール列の中央部（中央近傍）と平面的に重なる位置にダム３０８を配置することが
望ましい。図１６に示す例では、７列に配置された半田ボール列の中央に位置する半田ボ
ール３０５の上方にダム３０８を配置している。これにより、キャップ１２の凸部１２ａ
および配線基板３０１を介して複数の半田ボール列のそれぞれに印加される押圧力をほぼ
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均等にすることができる。
【００８０】
　前述したように、配線基板３０１の上面にダム３０８を設ける目的の一つは、配線基板
３０１の上面とコントローラチップ３０２の主面との間に供給した液状のアンダーフィル
樹脂３０７が配線基板３０１の周辺部に広がることを防止することにある。そのため、例
えば図１７に示すように、アンダーフィル樹脂３０７の広がり防止効果を高める目的で、
コントローラチップ３０２の周囲を２つのダム３０８ａ、３０８ｂで二重に囲む場合もあ
る。この場合においても、図１８に示すように、２つのダム３０８ａ、３０８ｂの幅を凸
部１２ａの幅をよりも広くし、凸部１２ａの底面全体をダム３０８ａ、３０８ｂの上面と
接触させることにより、ダム３０８ａ、３０８ｂの上面に対して均等な押圧力を印加する
ことができる。
【００８１】
　なお、前述した第１半導体パッケージ３００の製造方法において、マトリクス基板３３
０の上面とコントローラチップ３０２の主面との間に液状のアンダーフィル樹脂３０７を
供給する工程（図１１、図１２参照）では、コントローラチップ３０２とその周囲を囲む
ダム３０８との狭い隙間にディスペンサノズルの先端を挿入し、コントローラチップ３０
２の一辺または二辺に沿ってディスペンサノズルを移動させながらアンダーフィル樹脂３
０７を供給する。そのため、ダム３０８の幅を前述した凸部１２ａの幅よりも広くすると
、コントローラチップ３０２とダム３０８との隙間がさらに狭くなり、この隙間にディス
ペンサノズルの先端を挿入することができなくなる場合がある。このような場合は、コン
トローラチップ３０２を囲むダム３０８の四辺のうち、対向する二辺のみ幅を広くしても
よい。
【００８２】
　また、ダム３０８の外側の領域には、配線３１０の一端を構成する複数の上面側ランド
３１２が配置されているが、上面側ランド３１２の数によってはダム３０８の幅を広げる
ことが困難が場合がある。このような場合も、コントローラチップ３０２を囲むダム３０
８の四辺のうち、対向する二辺のみ幅を広くすればよい。
【００８３】
　図１９は、配線基板３０１の下面側ランド３１５に接続された半田ボール３０５とボー
ル接続用コンタクトピン１３Ｂとの接触部、およびテスト用ランド３１５Ｌとランド接続
用コンタクトピン１３Ｌとの接触部を示す概略断面図である。
【００８４】
　ここで、各部材の寸法の一例を示すと、下面側ランド３１５の直径ＤＢおよびテスト用
ランド３１５Ｌの直径ＤＬは、前述したように、例えばＤＢ＝０．３ｍｍおよびＤＬ＝０
．３３ｍｍである。また、テスト用ランド３１５Ｌおよび下面側ランド３１５のそれぞれ
の周辺部はソルダレジスト３０６で覆われているので、実際に配線基板３０１の下面に露
出している領域の径を開口径と定義すると、下面側ランド３１５の開口径ＤＢＳは、例え
ば０．２３ｍｍであり、テスト用ランド３１５Ｌの開口径ＤＬＳは、例えば０．２７ｍｍ
である。
【００８５】
　一方、ボール接続用コンタクトピン１３Ｂとランド接続用コンタクトピン１３Ｌのそれ
ぞれの直径Ｄ１は、例えば０．１５ｍｍであり、ピンガイド１５の直径Ｄ２は、例えば０
．１９ｍｍである。また、ボール接続用コンタクトピン１３Ｂが挿入されるピンガイド１
５の先端部近傍（ボールガイド１６）の直径Ｄ３は、半田ボール３０５の径を例えば０．
２５ｍｍとしたとき、例えば０．３５ｍｍである。
【００８６】
　ここで、ボール接続用コンタクトピン１３Ｂと半田ボール３０５との位置ずれ量、およ
びランド接続用コンタクトピン１３Ｌとテスト用ランド３１５Ｌとの位置ずれ量がいずれ
も０である場合には、図１９に示すように、ボール接続用コンタクトピン１３Ｂの中心が
半田ボール３０５の中心と一致し、ランド接続用コンタクトピン１３Ｌの中心がテスト用
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ランド３１５Ｌの中心と一致する。
【００８７】
　しかし、実際の配線基板３０１の下面に形成された下面側ランド３１５の位置およびテ
スト用ランド３１５Ｌの位置は、配線基板３０１の加工ばらつきのために、設計上の位置
からずれていることがある。同様に、実際のソケット本体１１に設けられたボール接続用
コンタクトピン１３Ｂの位置およびランド接続用コンタクトピン１３Ｌの位置は、ソケッ
ト本体１１の加工ばらつきのために、設計上の位置からずれていることがある。さらに、
第１半導体パッケージ３００をプローブソケット１０に装着して電気特性検査を行うと、
配線基板３０１に搭載されたコントローラチップ３０２の発熱のために、配線基板３０１
に反りが発生し、特に配線基板３０１の周辺部近傍において、ボール接続用コンタクトピ
ン１３Ｂと半田ボール３０５との位置ずれ、およびランド接続用コンタクトピン１３Ｌと
テスト用ランド３１５Ｌとの位置ずれが発生する。
【００８８】
　そのため、ＰＯＰ型半導体装置の小型化に伴って配線基板３０１の外形寸法が小さくな
り、配線基板３０１の下面に形成されるランド（下面側ランド３１５およびテスト用ラン
ド３１５Ｌ）の径およびランド間ピッチが小さくなると、前述したように、特に、半田ボ
ール３０５が接続されていないテスト用ランド３１５Ｌとランド接続用コンタクトピン１
３Ｌとの間に接触不良が発生し易くなる。
【００８９】
　そこで、本実施の形態の第１半導体パッケージ３００は、配線基板３０１の下面に形成
されたテスト用ランド３１５Ｌの直径ＤＬを下面側ランド３１５の直径ＤＢより大きくし
ている。これにより、テスト用ランド３１５Ｌの開口径ＤＬＳも下面側ランド３１５の開
口径ＤＢＳより大きくなるので、配線基板３０１の外形寸法が縮小され、ランド（下面側
ランド３１５およびテスト用ランド３１５Ｌ）の径およびランド間ピッチが小さくなって
も、テスト用ランド３１５Ｌとランド接続用コンタクトピン１３Ｌとの接触不良の発生を
抑制することができる。
【００９０】
　図２０は、上記した配線基板３０１およびソケット本体１１の加工ばらつきや、配線基
板３０１に反りなどによって、ランド接続用コンタクトピン１３Ｌとテスト用ランド３１
５Ｌの位置ずれ量が最大になった状態を示している。そこで、この状態におけるテスト用
ランド３１５Ｌの中心からランド接続用コンタクトピン１３Ｌの先端までの距離を上記し
た位置ずれ量の最大値Ｓと定義すると、テスト用ランド３１５Ｌの開口部の半径（ＤＬＳ
／２）を位置ずれ量の最大値Ｓよりも大きくすることにより、テスト用ランド３１５Ｌと
ランド接続用コンタクトピン１３Ｌとの非接触を確実に防止することができる。
【００９１】
　なお、下面側ランド３１５に接続された半田ボール３０５は、配線基板３０１の下面よ
りも下方に突出しており、かつボール接続用コンタクトピン１３Ｂの先端部（上端部）の
形状は、球状の半田ボール３０５と多点で接触する、いわゆるクラウン形状になっている
。そのため、たとえ半田ボール３０５の開口部の半径（ＤＢＳ／２）が上記した位置ずれ
量の最大値Ｓより小さくなった場合でも、両者が非接触状態になることはない。
【００９２】
　次に、この状態で第１半導体パッケージ３００に対する各種の電気特性検査を行う。こ
の電気特性検査は、例えば配線基板３０１上のコントローラチップ３０２からテスト用ラ
ンド３１５Ｌに至る配線経路の導通／非導通を確認する検査、コントローラチップ３０２
に対するＡＣ／ＤＣテスト、コントローラチップ３０２から半田ボール３０５に至る配線
経路の導通／非導通を確認する検査などを含んでいる。
【００９３】
　本実施の形態によれば、ＰＯＰ型半導体装置の小型化に伴って配線基板３０１の外形寸
法が小さくなった場合でも、テスト用ランド３１５Ｌを使った第１半導体パッケージ３０
０の電気特性検査を精度よく行うことができるので、ＰＯＰ型半導体装置の小型化を推進
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することができる。
【００９４】
　このようにして、前記マトリクス基板３３０から取得した複数個の第１半導体パッケー
ジ（組立体）３００のそれぞれに対して上記の電気特性検査を行い、良品の第１半導体パ
ッケージ３００を選別した後、良品の第１半導体パッケージ３００上に、例えば前記図２
５～図２７に示した第２半導体パッケージ（組立体）２００を積層することによって、本
実施の形態のＰＯＰ型半導体装置を取得することができる。
【００９５】
　図２１は、組み立てが完了したＰＯＰ型半導体装置の全体構成を示す断面図である。Ｐ
ＯＰ型半導体装置の第１半導体パッケージ３００上に積層する第２半導体パッケージ２０
０の構成については前述したので、その繰り返しの説明は省略する。また、第２半導体パ
ッケージ２００を第１半導体パッケージ３００上に積層する方法は、第２半導体パッケー
ジ２００を前述した第１半導体パッケージ１００上に積層する方法と同じでよいので、そ
の説明は省略する。
【００９６】
　なお、上記ＰＯＰ型半導体装置の組み立て方法としては、半導体製造メーカが第１半導
体パッケージ３００上に第２半導体パッケージ２００を積層し、完成品として出荷する方
式と、半導体製造メーカから第１半導体パッケージ３００を購入した顧客が、電子機器製
品の用途に応じて選定した第２パッケージ２００を第１半導体パッケージ３００上に積層
する方式とがある。
【００９７】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【００９８】
　例えば、前記実施の形態では、第１半導体パッケージ３００の配線基板３０１の上面に
搭載されたコントローラチップ３０２は、導電性部材として、半田ボール（バンプ電極）
３０４を介して配線基板３０１の電極パッドと電気的に接続したが、ワイヤを介して配線
基板３０１の電極パッドと電気的に接続してもよい。なお、ワイヤの材料は、例えば金（
Ａｕ）である。
【００９９】
　また、図２２に示すように、配線基板３０１の下面に形成されるテスト用ランド３１５
Ｌの平面形状を四角形にしてもよい。図２２には示さないが、この場合は、ソルダレジス
トで覆われていないテスト用ランド３１５Ｌの開口形状も四角形にする。例えばテスト用
ランド３１５Ｌの平面形状を正方形にした場合は、この正方形の一辺と同じ長さの直径を
有する円に比べて面積が約１．２７倍増加する（図２２の斜線を付した部分）ので、テス
ト用ランド３１５Ｌとランド接続用コンタクトピン１３Ｌとの接触不良の発生をさらに有
効に抑制することができる。
【０１００】
　また、前記実施の形態の第１半導体パッケージ３００は、配線基板３０１の上面にコン
トローラチップ３０２をフリップチップ実装したが、例えば図２３および図２４に示すよ
うに、配線基板３０１の上面に接着剤３２０を介してコントローラチップ３０２をフェイ
スアップ実装し、コントローラチップ３０２の主面の電極パッド３０３と配線基板３０１
の上面のボンディングリード３１１をＡｕワイヤ３２１で電気的に接続してもよい。この
場合は、コントローラチップ３０２、Ａｕワイヤ３２１およびボンディングリード３１１
を樹脂封止体３２２で封止する。
【０１０１】
　前記実施の形態は、ＰＯＰ型半導体装置に適用したものであるが、本発明は、例えばＳ
ｉＰ（システムインパッケージ）型の半導体装置に適用してもよい。さらには、図３０に
示すように、配線基板３０１の上面には、配線基板３０１の上面に搭載されるチップ（例
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えばコントローラチップ３０２）の電極パッド（ボンディングパッド）３０３と電気的に
接続される電極パッド（ボンディングリード３１１）しか形成されていない。言い換える
と、配線基板３０１の上面に第２半導体パッケージ２００と電気的に接続される電極パッ
ド（上面側ランド３１２）が形成されていない、所謂、ＢＧＡ（ボールグリッドアレイ）
といった面実装パッケージ形態を有する他の半導体装置にも適用することができる。この
理由として、本願発明は、上記したように、外部端子となる半田ボール３０５が接続され
る下面側ランド（第１ランド）３１５と、外部端子となる半田ボール３０５が接続されず
、かつ半導体装置（組立体）の電気特性検査時にのみ使用されるテスト用ランド（第２ラ
ンド）３１５Ｌとを有する配線基板３０１を備えた組立体の電気特性検査を行う際に生じ
る課題について対策するものである。すなわち、前記実施の形態は、半導体装置の小型化
が進み、各ランド（３１５、３１５Ｌ）の径が小さくなると、プローブ針とランドとの位
置合わせ精度が低下し、最悪の場合、プローブ針とランドとが非接触となるために、正確
な電気特性検査を行うことができなくなるという問題に着目したものであるため、ＰＯＰ
型の半導体装置に限られるものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明は、チップが搭載された配線基板の下面に設けたテスト用ランドを使用して電気
特性検査を行う面実装パッケージ型の半導体装置に適用することができる。
【符号の説明】
【０１０３】
１０　プローブソケット
１１　ソケット本体
１２　キャップ
１２ａ　凸部
１３Ｂ　ボール接続用コンタクトピン（第１コンタクトピン）
１３Ｌ　ランド接続用コンタクトピン（第２コンタクトピン）
１４　コイルバネ
１５　ピンガイド
１６　ボールガイド
１００　第１半導体パッケージ
１０１　第１配線基板
１０２　コントローラチップ
１０３　電極パッド
１０４　半田ボール
１０５　半田ボール
１０６　ソルダレジスト
１０７　アンダーフィル樹脂
１１０　配線
１１１　ボンディングリード（電極パッド）
１１２　上面側ランド（電極パッド）
１１５　下面側ランド（ボール搭載用ランド）
１１５Ｌ　テスト用ランド
２００　第２半導体パッケージ（組立体）
２０１　第２配線基板
２０２　ＤＲＡＭチップ
２０３　フラッシュメモリチップ
２０４　電極パッド
２０５　電極パッド
２０６　Ａｕワイヤ
２０７　Ａｕワイヤ
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２０８　半田ボール（外部端子）
２１１　ボンディングリード
２１２　ビア配線
２１３　下面側ランド
２２０　接着剤
２２１　樹脂封止体
３００　第１半導体パッケージ（組立体、第１半導体装置、下段側パッケージ）
３０１　配線基板
３０２　コントローラチップ
３０３　電極パッド
３０４　半田ボール（バンプ電極）
３０５　半田ボール（外部端子）
３０６　ソルダレジスト
３０７　アンダーフィル樹脂
３０８、３０８ａ、３０８ｂ　ダム
３１０　配線
３１１　ボンディングリード
３１２　上面側ランド
３１３　ビア配線
３１４　内部配線
３１５　下面側ランド
３１５Ｌ　テスト用ランド
３２０　接着剤
３２１　Ａｕワイヤ
３２２　樹脂封止体
３３０　マトリクス基板（大型配線基板）
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